
 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 4月から S型デイサービスと自宅で暮らす高齢者の生活支援 

の活動が対象に加わり、皆さまのご協力によってサポーター5,000人を超 

えるなどこの 1年で本事業が大きく拡大されました。 

 

活動ポイントの交換申請状況（速報値）についてご報告します。 

 

【申請者】3,971 人  

（配送受取希望者：3,894 人、窓口受取希望者：77 人） 

平成 29年 2月 28日現在 

 

申請できる 500ポイントに達していない方等もいるため、この申請状況から、4,000人を超える

サポーターの方が静岡市内で地域貢献活動を実践されていることがわかりました。 

（参考）平成 27.7～28.9の活動の推移 

この情報は、ポイント管理団体の皆さ 

まから提出いただいた活動報告書の実績 

を集計したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝統工芸品の予約受付では、電話がかかりにくく、加えて商品のご用意が十分では

ないことから、希望された商品が行き渡らない事態となり、多くのサポーターの方々

にご迷惑をおかけしました。大変申し訳ございませんでした。 

現在、今年度の状況を基に静岡市と共に来年度（平成 30 年）の商品手配と手続き

方法について改善をはかるべく調整を始めております。平成 30 年にはスムーズな取

扱いができるよう努めますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

平成 28 年活動ポイント交換申請状況 

お詫び 

活動者数のベスト３ 

サポーターの方に多く取り組まれて

いる地域貢献活動をご紹介します。 

 

第 1位 S型デイサービスの運営補助 

第 2位 在宅高齢者支援活動 

第 3位 芸能等の披露（介護施設） 



 

サポーターの皆様の『平成 29 年度ボランティア活動保険』は、平成 29 年 4 月 1 日より適用さ

れるように本会で手続きを行います。 

（平成 29年度より登録時の加入の有無に関わらず、サポーター全員の加入手続きを行います） 

加入するプラン・補償 

加入プラン 基本タイプ・Ａプラン 

補償期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

 

 

 

300ポイントの正しい付与方法（右図） 

ポイントは、１マスが 100ポイントです。 

現在のポイントを見る場合は、上の段にある数字が現在の

ポイントとなります。 

（右図の場合は、500 ポイントとなります） 

 

 

活動報告書は、「いつ」「誰に」「何ポイント」付与したのかを記録していただきます。 

 

 

 

 

 

 

1. 報告書へ記載するのは、自団体番号のスタンプを押したポイント数のみなります。他の団体

でのポイント・初年度のボーナスポイントは含まれません。 

2. 5,000ポイントを貯めた方には、それ以上ポイントを付与することができませんので、報

告書への記載は不要です。すべての所属サポーターが 5,000ポイントを超えた場合は、「活

動報告書（実績なし）」を提出いただきます。 

 

※活動報告書は、活動状況の把握やポイント交換申請等 

の目安となる大切な情報となりますので、提出にご協 

力いただきますようお願いいたします。 

 

 

【サポーター】 5,539 人 

【受入機関】 666 事業所 

平成 29 年度 ボランティア活動保険 のご案内 

ご注意ください！ スタンプ押印 （ポイント付与）方法 

      活動報告書提出時 の注意事項！ 

登録状況    (平成 29年 2 月 28 日現在)  
【発行】 

社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会 

ボランティア・市民活動センター静岡 

〒420‐0854  静岡市葵区城内町１－１ 

静岡市中央福祉センター２階 

TEL：054-254-6330 

FAX：054-653-0039      平成 29 年 3 月 

活動報告書の提出時期 

1～3月分 4月 10日まで  7～9月  10月 20日まで 

4～6月分 7月 20日まで  10～12月分 1月 20日まで 

提出方法 

 事前に配付した返信用封筒での郵送、FAX、E メールのいずれかでお願いします。 

登録を希望される方・団

体をご紹介ください。出張

登録説明会も随時開催し

ています。 

ポイント管理

団体の方へ 

ポイント管理

団体の方へ 

 

みなさんへ 


